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巻頭言

屋外広告物の課題に向けて 
—景観・広告検定実施の背景から
藤本英子（京都市立芸術大学）

EDplace 78

いく必要があることから、国と業界団体

では検定制度を活用することになった。

これが「景観・広告検定」である。2年前

から3級を2回実施、屋外広告物の歴史や、

世界の面白い看板など、楽しく親しみや

すい問題も含めて、ネット検定として実

施してきた。今回、その上に2級の実施を

することになった。屋外広告物業界には、

「屋外広告士」という大臣認定の資格制度

があるが、この2級はそこに向かう準備段

階ともいえる。

広告媒体が益々屋外広告物に頼らない

時代になり、環境に負荷をかけない方向

に向かう時代にもかかわらず、違法物が

なくならない現状を、多くの事業者の理

解を広げるところから始め、更にデザイ

ンへの評価が反映される分野に育つこと

が、しいては景観全体の質の向上につな

がると確信する。

まで屋外広告物と景観の双方の審議会が

あったが、統合により景観審議会の1本に

まとめられ、益々行政内での屋外広告物

の存在が、希薄になりつつある気さえする。

このような中、昨年札幌で、頭上から

落下した看板に当たり、通行人が意識不

明になる事故が起こった。これまでもこ

のような多くの事故が報告されているた

め、私も業界団体と国土交通省と共に、

これらを含めた問題解決に向けて取り組

んでいた矢先である。現在、気候の変化

による強風や、ゲリラ豪雨が増加し、更

にLEDの普及によるメンテナンスの減少

が、落下などの条件を高めているという。

この課題に行政が中心になって京都市

のように取り組むには限界があるため、

まず多くの事業者や市民に屋外広告物に

は法律があること、そして決められた基

準を満たす必要があることなどを伝えて

WEBの広がりやSNSの発展などにより、

広告媒体の状況は大きく変化している。

環境デザイン分野に含まれる屋外広告物

は、この変化の中で今どのような状況に

あるだろう。景観法ができて10年になる

が、特別にこの法律を活用していかない

限り、屋外広告物の景観における課題は

解決に向かうと思えない状況が続いてい

る。京都市では景観法を受けて2007年に

新景観政策を実施し、屋外広告物に関し

ての条例改正を行った。設置事業者から

の相談窓口を設け、市民にも新聞、チラ

シ等で伝え続けると共に、届出の必要な

屋外広告物全てのカルテを作成し、その

基準を満たすために100人体制で挑んだ。

だが多くの自治体ではここまで違法の徹

底追及は不可能に近い状況であるため、

日本中で未だ多くの違法物が放置された

状況にある。景観行政の分野では、これ



「平成の京町家」モデル住宅展示場KYOMO

及び堀川団地、京町家活用事例の見学と
解説
藤本英子（京都市立芸術大学）

まだ暑さの残る京都に、各地から部会

のメンバーにお越しいただき、「平成の京

町家」を見学頂きました。京都市が環境

モデル都市に指定されてから、環境政策

に委員として関わってきましたが、大変

優れたモデルにもかかわらず、なかなか

広がっていない課題も抱えています。平

成の京町家コンソーシアムでは、木の文

化や伝統文化など、様々な分野の研究部

会を持ち、この事業の推進を図っている

ところです。参加の皆さんには3棟の民間

モデルハウスを見学いただき、普及セン

ターの中で私から概要をお伝えした後、

京都市都市計画局住宅室住宅政策課企画

担当課長の岡田圭司様に、詳細を伺いま

した。午後からは、森山貴之氏の案内の

もと、堀川団地に移動し、京都府住宅供

給公社壷井康之様より再生についてのお

話と、現場見学を行いました。その後、

町家を活用した新たな事業の現場を3件見

学し、盛りだくさんな見学会となりました。

以下に本部会誌のために改めて「平成

の京町家」について、投稿頂きました。

続いて、森山貴之氏からの解説を掲載し

ます。

京都見学会の感想

再生京町屋、見学記
中嶋猛夫（女子美術大学名誉教授）

平成28年9月10日、晴天に恵まれ、午

前中は京都駅東側のKYOMOという京都

市の町家プロジェクトのモデルハウスエ

リアに在る再生町屋の集会場で京都芸大

の藤本先生から本日の勉強会の概要をお

聞きし、京都市の担当者から京町屋の現

代に活かすプロジェクトを解説頂きまし

た。その後、町家の内部を一階、二階と

説明を受けながら見学しました。ここは

江戸期の町家でなく戦前の建物を改築し

たものですが、基本的に町家の間取りの

畳敷きで明るく、特に二階は天井が無く

広々としていました。その後、隣接する

新設町屋のモデルハウスを三棟見学しま

した。皆、LDKの現代的でモダン住宅で

あり、いわゆる町家感は少なかったです。

昼食後は戦後すぐに建てられた鉄筋三

階建ての堀川団地（堀川通りに面し一階

は商店で2.3階は住居）の再生プロジェク

トの解説を受け、堀川通りに面して細長

く建つ2棟の団地の改修した現場と未改修

の旧態の双方を見学し新旧の差が理解で

きました。

途中に阿部清明神社に寄り、それから

京町屋をオフィスに利用している事例で、

最初に訪れたのは立派な門と塀と庭園と

蔵の在る邸宅型町家で、「町家スタジオ」

というIT関係のオフィスに利用している

事例でした。広い空間の一階は接客や会

議に使い、二階はスタジオで見学は出来

ませんでしたが中々良い仕事場と感じら

れました。二ヵ所目は江戸時代の小町家

をオフィスにしている物件で座敷と壷庭

の関係が落ち着く良い空間でした。そし

て見学会は終了となりましたが、その後

に京都駅近くの居酒屋で打ち上げ懇親会

で盛り上がりました。

古い町家や団地を現代に活かすプロジェ

クトが大変勉強になり充実した日となり

ました、関係者にお礼申し上げます。

平成の京町家  外側は和風、 内側は洋風、
暮らしは何風？
石田こゆき　佐々木原由佳（京都美術工
芸大学  工芸学部  4年  工芸デザイン）

平成の京町家KYOMOの主に住宅メー

カーのモデルルームを見学して、外側は

古い様式を継承しているのに、家の中は

私たちの暮らしぶりと同じような部屋に

同じような家具があることに違和感を覚

えました。

家の外側を町家風にして歴史的都市の

価値や連続した美しい街並みを保とうと

試みているのに、内側はドアや窓を閉め

ると外界や隣室と遮断され、空調装置に

よりコントロールされた独立空間になり

ます。ただ、夏の京都の気候に合わせ、

町家がもっていた中庭と道路空間との空

気の還流により室温を下げる構造は取り

込んでいます。

この企画のねらいは「もっと地球にや

さしく、楽しくくらせる京都の家を」

ということです。それならば、もっと省

エネルギーで京都暮らしが楽しめる住宅

にすべきだろうと考えました。

私たちが京町家に住むとしたら、冬の

朝、縁側に続く障子を開ければ室内には

冷たい空気が吹き込み、寒さに身をすく

めつつも空を見上げ深呼吸をします。そ

してお膳に並んだ朝ごはん、漆の器に温

かい味噌汁、木の箸でつまむ焼き魚にホッ

特集 —— 

これからの仕組み  持続可能な環境デザイン

京都の町家・団地再生から考える（見学会報告）

町家スタジオ 町家スタジオ内のオフィス

日本デザイン学会  EDプレイス No.78 20172



と心が和みます。春は庭に咲いた花を食

卓に飾り、雨の日は通りを行き交う人を

格子越しに眺め、軒を打つ雨音を楽しみ

ます。夏は団扇を手に風鈴の音を聞きな

がら畳の上でお盆に載せたかき氷を食べ

ます。晩秋の夜長は果物を食べながらコ

タツを挟んで家族との会話で一日を振り

返ります。そんな伝統的な暮らし方をし

てみたいと思います。

いつもの暮らしにその日の天候や季節

を感じる。となりの子供の泣き声や近所

の物音など、外の様子が内に、内の様子

が外に分かるような家、また、和風の家

具や調度があるくらし方こそが京町家に

合った暮らしではないでしょうか。

現代生活に慣れた私たちには、一時的

に和風の暮らしを楽しむぐらいが限界か

もしれませんが、建物の外側に昔のスタ

イルを取り入れたように、内側にも昔の

家具や調度の選択ができても良いと思い

ました。

様々な物があふれ、便利さを限りなく

取り入れようとする現代生活に対し、平

成の京町家は少し警鐘を鳴らしているよ

うにも感じました。　　　

私たちがどのような家に住み、どのよ

うな家具や調度を備えるべきか、私たち

デザインを専攻している学生自身も十分

に考えるべき課題だと思いました。

団地はあったかいもの？　
大久保寛哉（京都美術工芸大学  工芸学部
総合デザイン  1年）

私は団地という言葉をあまり使ったこ

とがありません。集合住宅のことはマン

ションまたはアパートと言うことがほと

んどです。なぜ団地と呼ばれるのか、ま

た団地と呼ばれる集合住宅が少なくなっ

たのか。堀川団地に答があるように思い

ました。

私は、バラバラの家をギュっとひとま

とめにした建物がマンションだというイ

メージをもっています。コンクリ―トの

壁でできた冷たく長い廊下に整然とドア

が並び、隣人の顔も知らない。そんな冷

たい印象がマンションにはあります。中

には居住者の挨拶を禁止している所もあ

るようです。

それに対して堀川団地は家同士が結束

しているように感じました。各戸の前の

通路には部屋に置ききれないものや植木

が並んでいたり、戸建て住宅の縁側や軒

先のような、曖昧な境界をつくっていた

り、そんなところが結束感を醸し出して

いるように思います。この空間（左下写

真参照）は一階の商店の屋上部分にあた

り、この団地一番の特徴的な部分です。

この空間は、小さな子供の遊び場で、夏

は花火遊びもできます。小さな公園のよ

うです。公園よりプライバシーが守られ

るので、団地の共用のリビングのように

も使えて便利だと感じました。このよう

な空間は、団地の人たち次第では、様々

なことに活用できると思います。

おそらく団地という言葉がもつ意味の

中には、家の外がいきなり外部の道路空

間ではなく、緩衝材のような空間を経て

外部につながる建物構造があること、そ

の空間を住民が時間をかけて生活スタイ

ルに組み込んだ行為が含まれているよう

に思います。団地の交流空間は、住民の

わがままを許し合う、家族の関係に似た

生活の場であることから、あたたかさを

含む意味あいも生まれていると思います。

このような空間を持つ集合住宅（団地）

は、若者の引きこもり、シングルマザー

の子育て、独居老人などの暮らしを助け

ることができるように思います。

古くて新しい集合住宅のかたちとして、

高層マンションではなく高層「団地」の

ような建物を増やすことができたらおも

しろいなと考えました。

京町家リノベーション見学会の感想
森山貴之（横浜美術大学）

今回、ED部会関西支部の企画として、

藤本先生とともに京都のリノベーション

事例を案内させていただきました。

京都は、大学の頃から含めて20年以上

過ごして来た街です。今回訪ねた場所の

多くも昔から見続けて来た場所であり、

見学しながらも数々の個人的な出来事を

懐かしく思い出していました。

特に堀川団地は、2013年秋から半年間

にわたって美術作家12人とアートプロジェ

クトを行なった場所です。偶然、堀川団

地再生計画の話を聞いてスタートした企

画でした。

プロジェクトのほとんどは、団地住民

とともに暮らしながら戦後初期から続く

公営住宅の暮らしをアーカイブすること

に費やされました。

そこで強く感じたのは、建物は古いし

騒音もひどい、アクセスも悪い、そんな

「変えるべき」団地でも「変えてはいけな

い」ものがある、という、実は当たり前

のことです。

町家についても同じことが言えます。

居住者が変わり建物の役割が変わっても、

変えてはいけないものがあります。それ

は建物そのものに宿る「時間」、すなわち

居住者たちが継承してきた記憶のかたち

といって良いかもしれません。記事で紹

介する3つのスペースでは、若いオーナー

がそれを受け継ぎ、かつ将来に向けて新

たな時間を紡いでいます。（とかくよそ者

に冷たいという「いけず」の態度が京都

人にあるといいますが、ある意味それは

この記憶の拠り所を守り育むための一つ

の自衛の知恵だとも思います。）

今後、日本のいたるところで都市整備

や再生事業が進むなか、「変えてはいけな

いもの」を継承すること、変わることの

リスクは時に変わらないことのリスクよ

りも大きいということについて、さらに

議論しなければならないのではないでし

ょうか。

町家スタジオ内のオフィス
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はじめに
地球温暖化問題への対応は世界的な課

題であり、二酸化炭素排出量削減に向け

た様々な取組が実施されているにもかか

わらず、家庭部門における二酸化炭素排

出量は京都議定書の基準年に比べ増加し

ており、住宅分野における二酸化炭素排

出量削減は大きな課題です。

この課題への国策的な取組として、い

わゆる「省エネ住宅」の建設が推進され

ていますが、その多くは家全体の高気

密・高断熱化、高効率設備や太陽光発電

システムの設置といった先端技術の導入

に主眼が置かれています。

本来、住宅とは、地域の気候や風土と

いった特性を考慮したうえで、自然を上

手く利用できるよう設計上の工夫を施し、

これを補う形で先端技術を導入すべきも

のであると考えています。

京都市は、平成21年1月に、国の「環境

モデル都市」に選定され、そのシンボル

プロジェクトのひとつとして「木の文化

を大切にするまち・京都」をキーワード

に地球温暖化対策に取り組んできました。

これは、建築物だけでなく都市機能、

暮らし方、森林涵養など幅広い視点から

三方を森に囲まれた京都が長い歴史の中

で培ってきた、「木の文化」を背景とする

「低炭素景観」の創造を実現しようとする

取組です。

その一環として、いわゆる「省エネ住

宅」から一歩踏み出し、京都の気候・風

土・文化を背景とする「京都型環境配慮

住宅」の具体像として、「平成の京町家」

の普及に取り組んでいます。

京都型環境配慮住宅
一般的な省エネ住宅は、技術志向の面

が強く打ち出され、環境にやさしい生活

を実現していくという考え方が軽視され

ると同時に、地域の特性、歴史に培われ

た住文化への配慮が後回しにされている

感じを受けます。

京都は長い都市生活の歴史の中で、外

部環境と対峙するのではなく、外部環境

と共生する知恵を住宅の中に取り入れて

きました。その典型である「京町家」は、

優れた環境性能を有しています。これは

エネルギーの消費量といった指標のみで

評価できるものではありません。

そこには住まい手の住みこなし方、外

部環境と内部環境との緩やかなつながり

など、多くの知恵があります。そして、

長い年月の知恵の積み重ねが文化を育み、

京都人の美意識とともに京町家を形成し

てきました。

こうした知恵を排除することは、京都

が培ってきた住文化を否定し、ひいては

次の新しい技術を開発する能力を失うこ

とにつながりかねない、と危惧しており

ます。

もちろん、先端技術を導入することを

すべからく拒絶するのではなく、歴史的

に培われてきた住文化の中から見出され

る知恵と現代の先端技術とをバランス良

く融合させるというスタンス、これこそ

が「京都型環境配慮住宅」の基本的なス

タンスであり、京都だからこそできる

「チャレンジ」であると考えています。

平成の京町家
京都市では、平成22年度から、京都型

環境配慮住宅として「平成の京町家」の

認定に取り組み始めました。

「平成の京町家」では、伝統的な京町

家の持つ、建物のつくりや空間構成など

のハードの知恵と、環境共生の考え方や

地域とつながった暮らし方などのソフト

の知恵を継承しながら、断熱性・気密性

の確保や高効率設備の利用、長寿命化の

ための仕組みの活用などの現代の技術や

知恵を取り入れた住宅であり、次の4つの

特徴があります。

【環境調整空間】環境調整空間は、庭や通

りに面した部分に設置される縁側や土間

のような半屋外的な空間であり、外部と

内部の環境を物理的にも社会的にも緩や

かにつなぐ。

【木の空間】木や土、紙などの自然素材を

ふんだんに使うことにより、ぬくもりの

ある、心地の良い家となる。また，京都

地域産木材を多く利用することにより、

環境の再生にもつながる。

【風の通り道】計画的な通風計画は、冷房

に頼らなくても快適な室内環境を実現す

る。外気を効果的に室内に取り入れるこ

とにより、冷房が必要な期間を短縮して

省エネ性を高め、快適性も向上させる。

【可変性のある空間】可変性の高い間取り

は、季節や生活シーンに応じた使い分け

により、生活の質の向上やコミュニケー

ションの促進をもたらす。また、家族構

成やライフステージに応じて間取りを変

化させることで、長く住み続けることが

京都型環境配慮住宅「平成の京町家」
岡田圭司（京都市都市計画局  住宅室住宅政策課  企画担当課長）
●

平成の京町家のイメージモデル
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できる。

さらに、平成の京町家では、3つのテー

マに応じて、目指す住まい像を掲げ、実

現する住宅を「平成の京町家」として認

定しています。認定制度では、「平成に京

町家」が備えておくべき事項として「認

定基準」を、「平成の京町家」の設計の際

に考慮すべき事項として「推奨事項」を

定めています（上2表）。

普及・促進
「平成の京町家」の供給及び普及を担

う京都の事業者及び団体、学識経験者、

京都市並びに京都市住宅供給公社が、英

知の結集と協力・連携体制の強化を図る

ことにより、「平成の京町家」の普及及び

流通の促進と更なる研究開発を進め、広

く市民に情報発信することを目的として、

「平成の京町家コンソーシアム」を設置し

て、次の活動をしています。

【研究開発事業】省エネ、創エネ、蓄エネ

技術等にかかわる勉強会等の開催、伝統

構法の普及促進と技術の継承に向けて、

設計法等の開発と実務への還元に向けた

研究等

【普及啓発事業】ホームページの運営や各

種セミナーの実施等、市民や事業者に向

けての普及啓発、「平成の京町家モデル住

宅展示場」の運営

【流通促進事業】「平成の京町家」に対す

る住宅ローン商品の開発に向けた研究等、

市内産木材の安定供給の確保に向けた研

究会等、住宅履歴書の普及促進

【認定審査事業】「京都市平成の京町家認

定基準」のうち、定量的に審査すること

ができない基準への適合性の審査、認定

基準の検証及び見直しの方向性の提言

また、普及啓発事業の一つとして、平

成24年11月、JR京都駅から北東へ徒歩7

分、河原町通塩小路北西角に、平成の京

町家モデル住宅展示場KYOMO（きょう

も）がオープンしました。京都市内の住

宅事業者によるモデル住宅と、京都建築

専門学校の協力による普及センターから

なる住宅展示場です。

「平成の京町家」というコンセプトを、

出展メーカーが専門知識を持った学識経

験者と意見交換を交わしながらそれぞれ

に具現化し、個性豊かなモデル住宅を展

示しています。

住まいを学び、暮らしを再発見する、

京都が発信する新しいライフスタイルの

拠点となっておりますので、京都にお越

しの際は、ぜひ、お立ち寄りください。

おわりに
平成 27年7月に「建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律（建築物省エ

ネ法）」が公布され、今後、住宅を含めた

全ての建築物に省エネ基準への適合が義

務付けられます。

建築物としての断熱性能などを一定確

保していく必要はありますが、省エネ基

準さえ満たせば省エネ住宅になるという

ことではなく、やはり、住まい方と建物

性能がマッチしている必要があると考え

ています。

「平成の京町家」では、このことを大

事にしてまいりました。建築物省エネ法

でも「気候風土適応住宅」という考え方

が示されており、地域の気候及び風土に

応じた1）様式・形態・空間構成、2）構

工法、3）材料・生産体制、4）景観形成

及び5）住まい方などの特徴を多面的に備

えている住宅であることが求められてい

ます。

京都には、京都のすまい方があります。

昔ながらのすまい方を継承するのではな

く、時代に合わせて、伝統を守りながら

も変化をさせていく、その変化のさせ方

が京都らしさではないかと考えており、

住まい方をデザインすることが必要だと

感じています。

●

平成の京町家モデル住宅展示場 「KYOMO」
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町家風モダン住宅としての堀川団地
京都市内の中心部を南北に通る堀川通

りに沿って、古い低層の団地が並んでい

る。通称「堀川団地」と呼ばれるこの府

営団地は、昭和26年（1951年）に完成し

た出水3棟、以後昭和28年までに完成した

下立売、上長者町、椹木町の3棟を総称し

たものである。

この場所は西陣地区に隣接しているこ

ともあって、明治より「堀川京極」と呼

ばれる繁華街として栄え、戦前まで新京

極と並ぶ市内でも有数の商店街であった。

戦争末期の昭和20年、防空帯確保のため

に建物強制疎開が実施され、250の店舗か

らなる大商店街はその姿を消したが、戦

後復興事業の一環として京都府住宅協会

が団地計画を立案し、昭和26年9月に最初

の3棟が竣工する。

同団地は全国初のRC造下駄履き住宅と

いわれており、当時の最先端設備であっ

た水洗便所、都市ガス、電気コンセント、

造作家具付きの台所を備えた最新住宅と

して全国から見学者が相次ぎ、国内の市

街地復興のモデルとなった。

一方、この団地の住戸は京町家の住居

様式をもつ点でユニークである。今でも、

竹小舞を組んだ土塀や漆喰の左官仕上げ、

通り庭のような空間を見ることができる。

これについては、まだ公営住宅のルール

やフォーマットが確立していない時期ゆ

えに、京町家を参考にせざるをえなかっ

たのではないか、と推察されている。

それでも完成当時は近代的な機能的設

備ゆえに京都でも憧れのモダン住宅とし

て人気であり、その入居倍率は50倍にも

のぼったという。2階からの住戸部分はプ

ライベートな要素が強く見学ははばかれ

るが、堀川通りに面した団地の1階に軒を

並べる「堀川商店街」を歩けば、様々な

日用品、食料品を扱う店舗がならび、建

設当時のにぎわいを偲ぶことができる。

堀川団地の再整備基本計画の変遷
現在建物は築60年を超え、老朽化が深

刻な問題となっている。平成15年に実施

した耐震調査では、阪神大震災クラスの

地震が発生した際に倒壊の恐れがあると

診断され、対応が急務となる。これを受

けて平成21年に「堀川団地まちづくり懇

話会」（事務局：府、府公社）が、さらに

22年には入居者および周辺住民も加えた

「堀川団地まちづくり協議会」が発足し、

団地再生の基本方針について協議が行わ

れてきた。

再生については、建築史的に貴重な物

件であることや、高齢入居者が多いこと

などを考慮し、建替と改修の複合による

段階的な整備が検討されてきた。平成24

年7月の協議会において、府より南北2棟

（上長者、椹木町）の建て替えならびに中

4棟（出水3棟、下立売）の改修を基本方

針とした「新堀川京極再生基本計画（案）」

が提示される。さらに同年9月には、有識

者、協議会会長、商店街、西陣関係者、

京都市、京都府、京都府公社で構成され

た「堀川団地再生・事業推進委員会」が

設置され、「アートと交流」を軸とした再

整備計画について議論が行われる。この

テーマが目指すものは、西陣織をはじめ

とする伝統産業や京の七夕の取り組みな

どを生かし、「伝統と革新の邂逅」による

新しい活力を創造するとともに、地域、

多様な世代、国際的なふれあいが図られ

る活発な交流を創造する施設への転換で

ある。この協議の中で、マスターアーキ

テクトにより団地の特徴的意匠を生かし

た6棟全体の外観デザインコントロールを

行うこと、出水第1、第2の中2棟について

は後述する採択事業の下に改修し、残る4

棟は留学生センター、職人工房（のちの

西陣アート&クラフトセンター）、従前居

堀川団地再生計画〜戦後初期公営団地のリノベーション
森山貴之（横浜美術大学）
●

1階の店舗部分。一般店舗と並んで、
協働事業者によるデイサービスセンターを設置。

改修後の出水第2棟。
テラス部分を拡張し、手前にはEVを設置。

町家風のしつらえが施された住戸内。
基本は6畳の和室が二つとキッチン。風呂はない。
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住者用住戸として新築する新たな案が了

承された。これにともない、平成25年、

出水第1、第2棟の改修工事が着手され、

26年の夏に完成した。しかし同年再び、

住民、商店街との協議をもとに府による

計画の見直しが行われ、再び中4棟を改修、

南北2棟を西陣アート＆クラフトセンター

として新築する構想となり、現在にいた

る。

堀川団地は北に晴明神社、西陣織会館、

南に二条城をもち、さらに西陣地区と接

している。特にこの地域では近年、貴重

な建築遺産としての町家を継承すべく、

カフェや旅館（ゲストハウス）、SOHOオ

フィス、アトリエへの転用が増えてきて

いる。こうした動きと連携すべく、先の

「アートと交流」のまちづくりでは、将来

的な団地の役割として主に西側地域との

リンケージを主体とする「ゲート・コン

シェルジュ機能」を掲げている。

中2棟の先行改修事業
平成24年、国の高齢者居住安定化推進

事業費に選択され、26年に完成した中2棟

改修事業「多世代・多様な共助で未来へ

紡ぐ京都堀川団地再生まちづくり」は、

以下の特徴をもつ。

1. 安全で多世代、多様な人たちが住める

環境の整備（耐震補強、高齢者向け住戸

改修、子育て向け住戸改修、職住の家の

提供、EVや各住戸に風呂を設置するなど

のバリアフリー化）

2. 協働事業者の参画とコミュニティを育

てる仕組みづくり（社会ニーズへの対応、

コア施設を先頭にコミュニティを積極的

に育てる活動、まちづくりカンパニー）

特に高齢者向け住戸改修にともない、高

齢者生活支援施設として1階の旧店舗を改

修し、デイサービスならびに機能訓練室

を設置した。また障害者福祉事業と飲食

サービスの連携を行う協働事業者により、

チョコレートの製造販売を行うパティス

リー、イベントスペースにも活用できる

まちカフェを1階の店舗部に設置した。

3. 自由度の高い賃貸方式の創出で持続可

能な団地再生（スケルトン賃貸＋DIYモ

デル創出、クリエイティブ層の発掘およ

びマッチング）

株式会社OpenA（代表：馬場正尊氏）の

モデル設計により、出水第1棟の4住戸に

ついて設備改良のみを行い入居者が住み

ながらセルフビルドする公募プロジェク

ト「堀川DIY実験」を実施。同公募では、

町家風の住居構造・設備を「面影度」と

して段階的に残した4住戸を提供してい

る。

この中2棟先行改修事業に加え、「アー

トと交流」のまちづくりに対する地元の

理解を促進するための様々な連携事業も

府主導で行われている。例えば京都府商

工観光部による商店街の取り組み支援の

一環として、空き店舗でのワークショッ

プやトークイベントを実施する「堀川コ

モンズ」の運営や、京都市立芸術大学、

京都造形芸術大学など、京都市内の芸術

系大学との協働によるアートプロジェク

トやアーティスト・イン・レジデンス事

業、PARASOPHIA：京都国際芸術祭への

展示会場の提供などがある。

おわりに
上述したように、建物の再生は段階的

整備にそって中2棟については完成をみた

が、今後の進捗については、これまで改

修／建替の構想が度々変わってきた経緯

からも推察されるように、住民や商店街

などとの丁寧な協議が続けられてゆくも

のと思われる。堀川団地の再生計画は、

団地の将来像を示し、再生への理解と合

意を得るための多角的なエリアマネジメ

ントを実施しているという意味で、貴重

なモデルケースであるといえよう。

付記：この原稿は、28年9月の見学会での

京都府住宅供給公社壷井康之氏のレクチ

ャーならびにWEBサイト（京都府、京都

府住宅供給公社）、参考資料をもとにまと

めたものです。

●

《City in Memory記憶の街》
（文化庁平成25年度「次代の文化を創造する新進芸術
家育成事業」、京都市立芸術大学）　
撮影：森山貴之

ピピロッティ・リスト《進化的トレーニング（堀川 ――
不安は消滅する）》　2014 / 2015「PARASOPHIA:
京都国際現代芸術祭2015」　
撮影：Ufer! Art Documentary

笹本晃《ラストコール、誤りハッピーアワー》　
2015「PARASOPHIA : 京都国際現代芸術祭2015」
撮影：河田憲政
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京都では近年、町家を活用した新たな

事業が盛んである。特に、ギャラリーや

ゲストハウス、アトリエやシェアオフィ

スなど、比較的若い世代によって運営さ

れているスペースが話題を呼んでいる。

ここでは3つの事例について紹介する。

事例1: ART HOSTEL kumagusuku

矢津吉隆（美術家・ARTHOSTEL kumagu-

sukuオーナー）
京都で宿泊型のアートスペースを開業

してから約2年が経ちました。クマグスク

と名付けたそのスペースでは、今まで3回

の展覧会を開催し、国内外から訪れた

様々な人々が宿泊しながらのアート鑑賞

を体験しています。

私自身もアーティストとして10年以上

年活動してきました。その間、作品制作

と発表を繰り返しながら感じた様々な想

いがこのスペースには込められています。

通常、美術鑑賞の場といえば、美術館や

ギャラリーが思い浮かぶと思います。し

かし、現在、現代アートと呼ばれる作品

は多様化し、その形態や素材は無数に存

在しています。既存の鑑賞形態に収まら

ない作品が多くなるにつれ、アーティス

トの展示に対する意識も既存の枠を超え

て、自然の中や街なか、さらにはインター

ネット空間など、今までは作品展示の場

とは考えられていなかった場所にまで拡

大してきています。そのようなアーティ

ストの意識の延長線上にクマグスクはあ

ります。私は、宿泊施設という場の持つ

長時間滞在という特異性が作品鑑賞の新

たな可能性を切り開いてくれると思って

います。

建物は築70年以上の京町家を改修した

ものです。町家→アパート→倉庫と多く

の変遷を経てきた建物は、壁や床、建具

がすでに撤去された廃墟のような状態で

した。しかし、それが逆に既存の間取り

に捉われず、自由に間仕切る大胆さをも

たらしてくれました。また、ドットアー

キテクツによる設計は、新設の部分は敢

えて古い部分に合わせようとするのでは

なく、建物の変遷によって刻まれてきた

建物の歴史を活かしながらもコントラス

トが際立つような設えになっています。

異なるコンテクストと時代、質感をもっ

た素材同士が出会うことで、空間に新し

い感性を与えてくれるように思います。

また、クマグスクには常設で展示されて

いる作品もあり、京都ゆかりの工芸作家

たちが「工芸の家」というプロジェクト

を立ち上げ、階段や塀、床、柱など建築

の各部位を、漆や染色といった素材と技

法によって作品化しています。作品展示

に適した空間というのがどのようなもの

かは、作家や作品によって異なりますが、

工芸の作家にとっては、もともと住宅で

あったこの場所が工芸の新たな表現の場

として適していたようです。階段や床が

作品化されることで、滞在している間、

鑑賞の意識とは離れた日常的な動作の

時々に作品と出会うことになります。彼

らは、「工芸の家」という活動は作品を本

来の場所に戻してやる感覚だと言います。

このように、宿泊施設という空間が美

術表現の可能性を押し広げ、難解と思わ

れがちな現代アートの新たな入り口とし

て、また、実験的な表現の場として、ク

マグスクが育ってくれることを願ってい

ます。

事例2：Editorial Haus MAGASINN

岩崎達也（Editorial Haus MAGASINN 編
集長）

サービスデザイン　〜雑誌をメタファー
にした空間メディア〜

触って、使って、泊まって、買える。

五感でカルチャーを体験できる空間メディ

ア「マガザンキョウト」を2016年5月に

創館しました。宿泊は1日1組、京町家一

棟が貸切。本特集、デザイン特集などの

「特集」を季節毎に空間で表現していく、

雑誌をメタファーにした新事業です。

町家再生の新しい動き
森山貴之（横浜美術大学）
●

ART HOSTEL kumagusuku
撮影：表恒匡
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京都は西陣エリアの静かな住宅街にマ

ガザンキョウトは位置しています。築100

年を超える80平米のコンパクトな京町家

空間を雑誌と捉え、壁は誌面のようにレ

イアウトを組み立て、商品販売、展示を

行います。宿泊者は10時間を超える長い

滞在時間を通して、カルチャーを五感で

体験することができる場所です。

例えば、東京は駒沢のスノウショベリ

ング、京都のYUYBOOKSとの共同編集

で作った「本特集　〜本を体験する〜」

においては、テーマ別の書棚と本に関す

る雑貨を展示販売し、「村上春樹の晩餐会」

と銘打った村上春樹の小説に登場する食

事をいただくイベント等を開催しました。

場所・空間デザイン　〜体験を引き立て
るグレーキューブ〜

あらゆるヒト・モノ・コトを編み合わ

せる「編集」を「中間的な存在」として

捉えた空間設計において重要なポイント

となるのは、塗料メーカー和信化学工業

社と開発したCMYの混ざった中間色をブ

ランドカラー「エディトリアルグレー」

として定義したことにありました。立派

な梁や構造以外をすべてグレーで統一し

た空間「グレーキューブ」へとリノベー

ション。グレー1色の秩序が、その場に佇

むヒト・モノ・コトを引き立て、気持ち

のよい「雑」を生む役割を担っています。

コミュニティデザイン　〜「創造性」をキー
ワードに人が集まるグローカルな場所〜

「本特集」の開催時には香港のライター、

東京の書店店主、アメリカの雑誌編集者

などが来店。「デザイン特集」の時には各

国からデザイナーが訪れました。特集は、

興味関心に応じて世界中からクリエイティ

ブ層を集める呼び水としての機能も持ち

合わせているのです。

また、町内の老若男女が集まって交流

する夏の京都の風物詩「地蔵盆」に、昨

夏はハネムーンでマガザンキョウトに滞

在していたプロダクトデザイナーのアメ

リカ人夫婦が飛び入り参加し、町内の人

たちとの交流を楽しみました。その時間

をきっかけに、今夏はマガザンキョウト

で地蔵盆を開催予定です。

ビジネスデザイン 〜B to C to Bという新
しい形〜

コミュニティをコミュニティだけに留

めるのではなく、そこから次のプロジェ

クトを生む取り組みにチャレンジしてい

ます。

そのため、ホテルを「長時間滞在・多

コミュニケーションサービス」と再定義。

事業プロデューサーでもあるマガザンキョ

ウトのコンシェルジュを介して、ホテル

へ訪れる人は生活者からビジネスパート

ナーやクライアントにも姿を変えます。

宿泊滞在する生活者コミュニティと相互

理解を深めることで、クリエイティブ層

でもある生活者がビジネスパートナーや

クライアントとなりビジネスをつくって

いくモデルは、「B to C to B モデル」とも

言えます。

例えばジェイアール京都伊勢丹でマガ

ザンキョウト×アートホステルクマグス

クの滞在を体験できるタイアップ企画

「キョウトニイッテキマシタ」や、大手メー

カーの発売前製品を宿泊中に利用体験し

てもらいユーザの生声を集めるマーケテ

ィングリサーチプロジェクト、デザイナ

ー本人が宿泊滞在するファッションブラ

ンドの展示会など、コミュニティが起点

となりマガザンキョウトの場所を「メディ

ア」として機能させる取り組みも複数進

行しています。

新と旧、静と動、ローカルとグローバ

ル、個人商店と大企業、伝統産業とテク

ノロジー。一見すると対義的に位置する

要素が見事に融合して成立している京都

の街。そのポテンシャルを活かした新し

い事業モデルを、マガザンキョウトを通

して育てていきたいと考えています。

事例3：ANEWAL Gallery

飯高克昌（NPOANEWALGallery代表理事）

地域・文化芸術の振興を目的にアーティ

スト、デザイナー、フォトグラファー、

プログラマ、ディレクターなどで組織さ

れたNPO ANEWAL Galleryは、2004年の

設立以来「ギャラリー」を「新たな視点

や価値観と出会う場」と定義し、廃屋か

ら重要文化財まで広く都市空間に「ギャ

ラリー」を創出する「外に出るギャラリ

ー」をコンセプトに活動している。

自分たちで設計・改修を行った築130年

の京町家を事務所として利用する一方、

活動の一環として多くの人に京町家の空

Editorial Haus MAGASINN
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間に触れてもらうためのギャラリースペー

ス、アーティスト・イン・レジデンス施

設としても活用している。

京都・西陣に位置するANEWAL Gallery

は中庭を挟み母屋と離れがある一列四室

型と言われる典型的な京町家である。元

は西陣織に使用する錦糸の卸業が営まれ

ていたが後に移転、私が入居するまでは

20年近く空き家の状態であった。

設計事務所を辞め京都に根ざした活動

をしたいと考えていた私は、その拠点と

なる場所を探す中この町家に出会った。

初めて入った京町家は壁には穴が空き、

縁側は腐り、中庭には一片の苔も草もな

く、木造家屋特有の匂いが充満していた。

しかし窓を開け放った瞬間に全ての空気

が動き出すような、容易に外と繋がれる

空間が気に入り、ここで仕事と改修をし

ながら生活する日々が始まった。

設計は私が中心となり、施工は後に同

居することになる大工の友人を中心に進

め、大家さんをはじめ多くの友人、大学

生たちの協力を得ながら現在の形に落ち

着くまで3年を要した。

また現在まで活動の核を成し、サポー

トしてくれる多くの人たちと出会ったの

もこの時期であった。

ANEWAL Galleryは今年で設立14年目

を迎えるが、この間にも京町家を取り巻

く環境は大きく変わった。相変わらずそ

の数は減少し続けてはいるが、その価値

は年々見直され、もはやブランド化して

いると言っても過言ではない。もちろん

それ自体は悪い事では無いが、価格が高

騰し過ぎた事により市民生活から離れ、

京町家は生活の場ではなくなりつつある。

京町家に限った事ではないが、地域固

有の古民家の形式と地域に根ざした生活

文化は密接な関係にあるため、現在の状

況が進めば地域色豊かな四季折々の催事

や風習は生活の中からは消え、結果とし

てその古民家を殺すことに繋がるのでは

ないだろうか。

そのような状況からサスティナブル、

持続可能という言葉が持つ時間感覚で周

囲を見渡してみると、単体で成立してい

るものは一見強固に見えても、その実は

案外脆いのではないかと言う疑念にから

れる。

物事を持続させる為には最初から単独

での成立を目指さず、核となる部分を積

極的に切り分け、敢えて外部に置くよう

な、それぞれが寄り添い合う仕組みもあ

るのではないか。既存のエコシステムの

中で何処に置き、他者とどのように繋げ

るのか。そこに持続可能なコトやモノ作

りのヒントはあるように思う。

手前味噌で恐縮だが、最後に一つの事

例として私たちが関わる町家のライトア

ップイベント「都ライト（みやこらいと）」

を紹介して終わることにする。

町家の保存と景観保全を目的とした

「都ライト」は、人が住む町家内に照明を

設置し、内から外へ向けた格子越しの光

で通りを彩るライトアップイベントであ

る。第一回は京都五花街の一つである上

七軒で開催し、二回目以降は上七軒を含

めた複数会場での開催となっている。メ

ンバーは当初ANEWAL Galleryスタッフ

と学生で構成されていたが、実施主体を

学生の実行委員会に移行し、彼らは企画

やスポンサー集め、広報など年間を通し

て活動している。

私たちANEWAL Galleryは事務局とし

て資材置場やミーティングスペース、ア

ーカイブ機能の提供やアドバイスを行い、

表に出ることは少ない。

毎 年 顔 ぶ れ が 変 わ る 学 生 た ち は

ANEWAL Galleryで京町家に触れ、四季

を感じ、他の町家にお邪魔しても失礼の

ない最低限の知識と礼儀を学ぶ。実施主

体としての学生、繋ぐ場としてのNPO、

支える地域の方々や地元企業。三者が協

力し合い、今年「都ライト」は13年目を

迎える。

●

ANEWAL Gallery
©Yoshinori Morishima
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「国産木材とデザイン」を考えている。

きっかけは2015年に「これまで何も考え

ていなかったのでは！」と強く気づかさ

れたことによる。私にとって国産木材の

原点は、故郷の、杉などの林や森の、山

の風景にある。しかしながら故郷の山は、

あって当然で、自分とは直接に関係しな

い存在だった。実家から見えるそれらは

標高100m程で、子供の頃（1960年代）に

は傾斜を利用してつくられた炭焼きの窯

や小屋が中腹にあった。同級生には猟師

の息子もいた。椎茸など、山の恵みの産

地でもある。帰省する度に、変わる街中

に対して、山は変わらずにあり続けてい

ると思っていた。街中に目を向けるが、

山に目を向けていなかっただけなのだが

…。目を向けていなかったのは、デザイ

ンの実務についた頃（1980年代）からで

も同様で、例えば木製家具などをデザイ

ンしても、突板や化粧板などを多用して

木質イメージに実現することだけで満足

し、木材を使う意味はもちろん産地など

を気にすることも少なかった。更に言え

ば、自分がデザインすることと生活や社

会との関わりの考えも浅かった。それは、

バブル崩壊以降、価値観の多様化や持続

可能性の衰退などに向かった、35年余り

の時代の動きと重なる。東日本大震災な

どを経験し、2020年東京オリンピック等

への高揚感などのなか漂う、払拭できな

い閉塞感などの現状にも通じている。国

産木材が置かれている諸問題の現状と私

達が置かれている現状は共通性があるの

ではないか。今、これまでを顧みて、こ

の現状を打開できるひとつに「国産木材

とデザイン」の切り口があるのではと考

えるのだ。

「国産木材とデザイン」に向け、国産

木材をつくる現状の理解を深め、実感す

るために、2016年8月に主要産地の宮崎

県などへ視察調査を行った。以下にその

経過をつける。

●8/8諸塚村役場企画課のヒアリング
諸塚村は、面積187.56 km²人口1700人

余りで、平地は1％と少なく、多くは森林

などである。集落は山間の小さな土地に

点在している。山の姿は、全国的に植え

られたスギやヒノキなど針葉樹とともに、

クヌギやナラなどの広葉樹などを混植さ

せて、「モザイク林相」としている。林地

崩壊を防ぎ動植物に優しいとともに、季

節で変わる美しい景観をつくっている。

｢村づくりの基本は道づくり」として、全

村挙げて整備した道路網は、現在では村

の面積あたりの車道密度で60ｍ／㌶を超

え、集落や森林をつなげて日本一となっ

ている。

村では、木材はもちろん農産物など、

様々な地域資源の活用を図っている。木

材の生産だけでなく、製品化など、その

価値を高める活動が重要であるとしてい

る。デザインに対しては、地域資源の社

会化や、地方と都会を直接的につなぐこ

とを期待しているとあった。社会化とは

商品化や製品化などを言い、現在その中

心に「産直住宅」がある。「産直住宅」は、

1996年度から諸塚村と耳川広域森林組合

諸塚木材加工センター、森林作業の第三

セクター・ウッドピア諸塚の共同プロジ

ェクトで、単なる素材の直売や観光開発

に終わらない、人にも、地球にも優しい

生活提案型の交流運動の展開を図るなど

としている。しかしながら製品化などで

ユーザーや顧客に近づくと、木材はクレ

ームを受け易いとあった。クレームは、

経年変化や個体差など、木材の特質によ

る面も多い。そのため、体験交流ツアー

など、顧客に木材を理解していただきな

がらクレームの減少を図っているとのこ

とだ。デザインする側の役割の大きさや

深い理解が求められると再認識した。

投稿 —— 

「国産木材とデザイン」を考える
杉下哲（東京工芸大学）

●

02： 宮崎空港の手荷物検査場の木材活用

01：視察調査地点

04：谷間を流れる耳川、頂近くまで続く道路網

03：諸塚村役場のある中心地区

06：産直住宅パンフレット

05：産直住宅パンフレット
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●8/8耳川広域森林組合諸塚木材加工セン
ターの工場見学

耳川とは宮崎県の3大河川のひとつで、

九州中心部の山岳地帯から日向灘までを

流れて運材を担っていた。耳川広域森林

組合は、ダム建設などでトラック運材に

変わるなか、流域の森林組合によって設

立された。工場は、主に「産直住宅」の

材料加工を行っている。材料加工は、柱

などに使う大型サイズの木材自動加工の

第二工場と、建具などに使う小型サイズ

の手加工の第一工場でなる。加工の流れ

は、山から切り出した木材原木を、FSC

認証の有無やサイズなどで選別し、野積

した後、外皮を剥き、専用自動機械で製

材して、材料サイズ毎に天日干しし、乾

燥炉で乾燥して出荷する。第二工場では、

主な木材サイズは4m、3mで、大小加工サ

イズ毎に2棟の専用機械で自動加工する。

大加工は1日に400本を、小加工は無駄の

無いサイズ取りをしている。林業に携わ

る方は高齢化し減少しているが、アカデ

ミーとして、新入の人材教育を行ってい

る。山奥でありながら、自動化や人材育

成など、活発な林業の動きに驚かされた。

●8/9宮崎県森林林業協会ヒアリング・木
育イベント見学

宮崎県は、平成3年から杉素材生産料日

本一を連続する。国内林業の変遷では、

特に1964年の木材貿易完全自由化は、輸

入材の拡大と国産材の縮小など、日本の

林業や国産木材の生産、活用などに大き

な影響をもたらしたと聞く。それは県も

同様だったが、二代前の知事が農林省出

身で、政策が大きく進んだとのことだ。

木材活用は、大手ハウスメーカーなども

推進していているが未だ少ないそうで、

県では様々な施策を行っている。その代

表であった「杉コレクション」は、西都

木材青壮年会議所（木青会）が資金を供

出して主導し、協会などが資金援助して、

実行委員会とともに主催した。木青会の

木工教室にはじまり、2004年〜2014年に

実施された。終了したのは、木青会では、

意義や効果を認めながらも、ビジネス面

などでの実績が見出せなかったことや、

資金供出の限界などがあったとのことだ。

現在協会は、特に木育の事業などを推進

している。見学した百貨店内での木育会

場では、地元の木材加工メーカーなども

関わって、様々なコーナーやイベントが

行われ、多くの子供が参加していた。国

産木材のビジネス面の現実や教育面の可

能性などをあらためて考えさせられた。

●8/10熊本県山鹿市の林業事業者（株式
会社ゆうき）ヒアリング

お会いしたのは五代目の20代前半の方

達で、50ヘクタールを所有し、地元に多

いアヤスギなどを育てている。杉は国内

に300種程あるそうで、アヤスギは、綾杉

と書くが、杉の葉が交互に生える様を綾

に例えたことによるそうだ。神功皇后が

三韓征伐から帰国した際、香椎宮に剣・

鉾・杖の三種宝を埋め、鎧の袖に挿して

いた杉枝を本朝鎮護祈願で植えたものと

の言い伝えがある。九州北部に多く、断

面はピンク色で、粘りがあり折れにくい

ため、建材に向いていると聞く。所有林

は、多くは直径50〜60cm程で70〜80年を

経て、古くは200年のもあるそうだ。最近

植林する杉材は、アヤスギに限らず、20

年程で建材に必要なサイズ20〜30cmに育

つ種もあると聞く。伐採は、定期的に樹

木間を見て行う間伐による。熊本の間伐

（区画の樹木を間引く伐採）、宮崎の皆伐

（区画の樹木を全て伐採）と言われる。春

は植林し、夏は木が水を吸って樹皮が柔

らかく倒木時に傷付き易いため伐採せず

下草を刈る時期で、秋から冬に伐採する。

取引は1㎥、1950年代頃までは7万円程が、

現在は1万円程とのことだ。自らつくった

木材をユーザーへ渡るまで見届けたいと

して、乾燥や製材も行っている。乾燥は、

高温乾燥すると木材がスカスカになって

弱くなるため、45℃の低温乾燥装置を使

用して製品を保証している。無農薬・無

化学肥料・天日掛け干しでの米づくりも

行っている。林野庁では林業の採算性向

上を図るなどのために森林施業の集約化

を行っているが、林地をまとめることは、

境界が不明確であることや所有者がわか

らないなど、難しいとの意見も聞いた。

熱意のある、新しい林業の息吹を実感した。

08：専用機械による製材

07：耳川広域森林組合諸塚木材加工センター

10：ベビーガーデン

09：木育会場エントランス

12：低温による人工乾燥装置

11：アヤスギの所有林
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2016年11月12日13時〜17時、芝浦工業

大学　芝浦キャンパス801教室で開催。

都市の中に密かに増え続ける空き家。人

口が減り、縮小社会の渦中にいる私達は、

この空き家の解決策が早急に必要となっ

ている。東京の3ヶ所（世田谷区、谷中、

三鷹）で試みられている事例に学び、そ

こから、次の策を作り出し、空き家の問

題解決策を考えるフォーラムをレポート

する。

挨拶・問題提起

冒頭に、もうひとつの住まい方推進協

議会（以下AHLA）小林秀樹代表幹事は

「AHLAは、少子高齢化によって従来と異

なる新たな住まい方、暮らし方が必要と

されてきているという認識のもとに、も

うひとつの住まい方の研究、推進をすす

め、その成果として一昨年の12月に設立

10周年記念として、もうひとつの住まい

方の事例を集めた書籍を出版した。次の

10年のテーマになりうるのが本日の問題

提起である。1つは、空き家の活用。住宅

がこれからますます余る中、これをどう

活用するか。2つめが住まいとまちづくり

との連携である。人口縮小社会で、地域

の活性化、地域包括ケアと関連づけるこ

とがまさにまちづくりにつながる、どの

ように連携するのか、みなさんと考えて

いきたいと思う。」と共に作り上げる「ま

ちづくり」の為のフォーラムの意義を述

べた。

基調講演：「空き家活用とまちづくり」
露木尚文 

（株・住宅・都市問題研究所  代表取締役）

1. 空き家の実態
住宅建設がまだ増えているなかで、空

き家が820万戸ある。住宅都市統計調査

（2013年）によると、賃貸用空き家が52％、

その他空き家が39％であり、これからは

戸建ての空き家の増加が心配である。ま

た、地域により状況が違う。私が関わる

豊島区は、空き家率が15.5％で東京23区

では一番高い。単身居住が多く、住み変

わりが多い。

空き家には補修が必要なものが多く、

木造の共同住宅では50％が補修を必要と

している。また、建築基準法の規制によ

り、道路幅員が4m未満のため建て替えで

きない空き家も多い。豊島区空き家実態

調査（平成24年3月）では、幅員が4m未

満の空き家が72％を占めている。いわゆ

る脱法ハウスの物件では、こうした幅員

が狭い奥まった空き家を格安で借りてい

るケースが見られる。実態調査では、外

見は空き家でも所有者の8割近くが賃貸募

集中、物置き、住んでいるなど使用して

いると回答している。使用されているか

どうかは、外からは判断しにくい。

2. 空き家への関わり方
空き家は使用、管理の有無などで多様

であるが、4つのタイプに分けて関わり方

を考えてみる。

豊島区にはタイプ 4を対象にしたリノ

ベーションスクールがあり、リノベーショ

ンによって地域の活性化につなげた事例

がある。タイプ2は活用の可能性が高く、

豊島区の居住支援協議会はタイプ2の活用

を目指している。

豊島区居住支援協議会は、平成24年7月

に設立された。住宅と福祉の連携を重点

に、①居住支援モデル事業②居住支援バ

ンク③支援団体の登録④住まいの相談窓

口、を主な事業としている。居住支援モ

デル事業は、居住場所に困っている人に

対し、空き家などの活用や民間賃貸住宅

等への円滑な入居を支援するグループに、

事業費を1件あたり最大で年間200万円を

助成する。現在、空き家活用によるシン

グルママシェアライフ、タウンコレクティ

ブ、障害者グループホーム、高齢者の自

立のための地域善隣事業の4件に助成をし

ている。

投稿 —— 

第11回もうひとつの住まい方推進フォーラム2016

空き家活用とまちづくり
佐々木美貴（環境デザイナー・愛知県立芸術大学）
●

タイプ1：やむを得ず対応している

・隣の空き家が老朽化し倒壊しそうで心配

・地域に空き家が増えて防犯･防災上心配

・空き家を相続、さてどうしたものか

タイプ2：社会的課題に取り組みたい

・自分の住んでいる地域を活性化したい

・地域にみんなの居場所をつくりたい

・団地住民が高齢化、拠点をつくりたい

・NPO等の活動拠点がほしい

・居住支援  住まいに困っている人を助けたい

タイプ3：自分の居場所をつくりたい

・古民家に住んでみたい

・レトロなデザインの古い物件を探している

・自分の居場所がほしい　ギャラリーとか

カフェをやりたい

・商売を始めるのに賃料の安い物件を探して　

いる

タイプ4：空き家活用そのものに興味がある

・大工仕事が好きなので、空き家のリノベー

ション関わりたい

・空き家活用をビジネスとして取り組みたい

・空き家活用の実践例を研究したい
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3. 空き家利活用の課題
①利活用できる空き家は、外からの目視

による実態調査、市場の流通物件などか

ら見つけるのが困難であることから、ど

のようにしたら見つけることができるの

か。

②モデル事業では、シェアハウスを想定

したものが多いが、現行の建築行政制度

では難しいので、シェア居住を促進する

ような法制度の整備が必要となっている。

③貸したい人と利用したい人のマッチン

グは、それぞれの事情によってすれ違い

があり、住宅確保だけでなく、入居者、

利用者がそこでどのように暮らすのかと

いった地域との関係が重要であり、居住

支援する側の継続的な関わり、まちづく

りとの連携が求められている。

●

事例発表：地域共生のいえ
〜共に生きるコミュニティを目指して〜
春日敏男　

（一般財団法人世田谷トラストまちづくり
理事長）

1. 世田谷の状況
人口は約89万人、高齢化率は20.07％、

用途地域は約9割が住居系で、農地がまだ

約100ha残っている。

1980年（財）世田谷区都市整備公社設

立し、1992年には、まちづくりセンター

設立・世田谷まちづくりファンド創設。

1989年（財）せたがやトラスト協会設立。

2006年には、トラスト協会と都市整備公

社の統合を行い（財）世田谷トラストま

ちづくり設立し、区民主体のまちづくり

を、官民共同で作り上げてきた。

2. トラストまちづくりの主な事業
地域コミュニティの拠点となる新しい

“小さな公共空間／コモンズ”の創出を目

指して、多様な制度・手法を組み合わせ

て支援している。

1）環境共生のまちづくり

〜民有地のみどりを守り、育てる〜

①市民緑地：14ヵ所1.6ha

②小さな森：15ヶ所3500㎡

③3軒からのガーデニング：  20グループ

④国分寺崖線の保全など特別保護区・公

園・緑地6.2ha

⑤近代建築の保全活用：3ヶ所保全活用　

⑥現在、みどりの保全に関わるトラスト

ボランティア団体22、トラスト会員約

3000人

2）地域共生のまちづくり

〜住民主体のまちづくり支援〜

①世田谷まちづくりファンド（公益信託）：

357団体（累計）、H28年度助成額990万円

②地域共生のいえづくり：

2004年スタートし、2016年12月現在20ヶ

所となる。オーナーが主体となって自宅

を地域に開き活用する「場づくり」の支
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援として、構想支援（所有者と活用を一

緒に考える）→試行支援→開設支援を行

う。

①、②の実績から、世田谷区より③空き

家等地域貢献活用相談窓口とモデル事業

を受託し、2013年から開設し行っている。

・空き家の実態：空き家率10.4％、うち、

賃貸用を除くと、一戸建て6,160戸・共同

住宅15,560戸

＊共同住宅の空き家が5年間で1.4倍増え

た

・相談状況（2016年3月末現在）

相談建物：78件、問い合わせ団体：290 、

オーナーからの相談：67件　

・モデル事業：区が初期整備等助成（200

万円＋耐震100万円）

※2016年度相談窓口での成立案件：2013

年～2015年度10件、2016年度2件

・空き家活用支援プロセスとしては、ス

テップ1で、オーナーと活用団体とのマッ

チング、ビジョン共有を行い、その次の

ステップ2で、空き家活用モデル事業（公

開審査会、モデル候補選定）として、建

築士の専門家派遣や、改修計画助言等を

行っている。そして、団体が地域に受け

入れられるよう、ネットワーク形成を支

援する。（地域活動団体、区関係機関等）

ステップ3では、改修への支援（耐震アド

バイス、DIY指導、資材提供呼びかけ）

資金融資（信金融資＋クラウドファンディ

ング）人材支援（運営サポーター、トラ

ストまちづくり大学）※状況により財団

独自でサポート。

4. 空き家活用の課題
・建物関係（老朽化、建築基準、用途規

制）

・所有者（相続、所有権、賃料等）

・空き家情報（非市場物件、マッチング

枠組み、情報ネットワーク）

・団体の信用（活動組織、活動実績、継

続性） 

・周辺環境（住環境、近隣）

●

事例発表：点から面へ　谷中の生活文化
と空き家再生　まちへの展開　

「ふるさとになれるまちへ」
椎原晶子

（晶地域文化研究所代表、NPOたいとう歴
史都市研究会副理事長、東京文化資源会
幹事、地域プランナー）

1. 谷中という町の現状と課題
住民、行政、谷中に住みたい若者等の

連携で、ひとつの部屋から、点から面へ

のまちづくりを進め「ふるさと」のよう

な愛着ある地域となることをめざしてい

る。建物保全でオーナーとだけ交渉する

のは難航するが、解決にむけて商売、文

化交流、福祉などアイデアを出し合うこ

とが功を奏し、まちの生活文化を継承し、

多様な切り口で文化資源を活用する道を

切り開いている。発展から取り残された

町に残った歴史文化や人情やまちの佇ま

いを逆手に取り、2010年になるとむしろ

江戸東京の暮らしを体験できる魅力ある

町へと転換していた。反面、課題は通過

交通による渋滞、防災的には脆弱、観光

客の町への流入による私生活領域の侵食。

歴史的風致、文化資源に指定文化財や景

観指定はなく、バラバラに混在している

価値を顕在化し、老朽化の進んだ木造建

築などを守る制度にのせることも課題。

有形・無形の歴史的・文化的資源が町

の日常に継承していく総合的なまちづく

りこそが大事であり、自発性の延長であっ

たからこそ、行政の助けがなくてもやっ

てきたし、今後もやっていく。

2. これまでのまちづくりのステップを振
り返ると
第1段階　Evaluation まずは価値観の変
換から

1984年シャッターの締まった谷中銀座

をまち歩き、イベントとセットでふれあ

いのある商店街として復活させる…何人

かの有志から始め、平日でも7，8千人の

集客力。地域文化の掘り起こし　谷中菊

まつりの再興などを行う。

第2段階　Action 波紋をひろげる
町の再発見活動（いいとこ探し…寺、

人のつながりの深さ、挨拶、風が通り抜

ける環境、職人の技など）。

谷中芸工展（まちじゅう展覧会）－町の

掘り起こしのために1993年から始める。

出品数も44企画から現在200企画

第3段階  ⇒点から面へのまちづくり　歴
史的建物の保全活用から文化再生へ
江戸東京を体験できるまちへ

戦前の住まい・伝統的建物の現存数調

査を実施し、谷中上野桜木地区。1986年
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調査537軒⇒2001年調査369軒へ。1986年

より15年間で30％減少、2012年調査1986

年の半分に減少。解体された家屋敷は駐

車場やマンションなどに変貌する。

歴史的風致の保全のために2001年NPO

たいとう歴史都市研究会（略称NPOたい

歴）を設立。そこで、2016年までに7軒

の建物を借り上げ、定期利用（住み継ぐ）

による再生保全。

4事例紹介

①市田邸　明治40年築。93年から10年間

空き家を借り受け、2階と1階奥に学生ら

が間借り居住、1階座敷は公開、貸出活用。

②間間間（さんけんま）大正町家。イベ

ント、起業拠点、曜日替わりの店、住居

として活用。

③旧平櫛田中邸　大正期建物。リノベは

芸大学生と修繕ワークショップで。外部

からも活用希望が寄せられる。

④カヤバ珈琲　大正町家。外観は残しつ

つ再生し、喫茶店業務の委託。

第4段階  プレイヤーを増やす　まちと家
の文脈を活かす　伝統家屋入居コーディ
ネート

NPOたい歴でサブリースするだけでな

く、所有者と入居者をつなぎ双方が主役

になる暮らしづくりをコーディネート。

借りたい人を集めて大家さんとの対話、

ワークショップなどのしかけ。昭和モダ

ン戸建の三軒家「上野桜木あたり」の再

生。路地・庭もうまく活用した。

第5段階  Vision まちの方向性を共有する
⇒まちの作法・ルールをつくる

貸し出しによる近所とのつながりをプ

ロモーション（地域文化を尊重してくれ

る人、雪かきなども面白いと思ってくれ

る人、町会・NPOたい歴に入会してくれ

る人、保全活用にはお金が掛かることを

理解してくれた人などに貸す）

第6段階  Sustainability 様々な主体の連
携と持続性のあるまちづくり

まちづくりの体制では、地区まちづく

り協議会のもとにテーマ毎に部会を作り

市民の声を集約する。行政、NPO、大学

とも連携する。このネットワーク型まち

づくりこそが谷中のまちをつくっている。

これからの都市・まちづくりには、長く

住む住人やその住まい、文化資源を一掃

しマージンをのせた高額建物の開発では

なく、生活文化・文化資源のリノベーシ

ョン・リジェネレーションによる供給モ

デルの構築が必要である。

●

事例発表：Human Loopとともに挑戦す
る地域づくり
成清一夫　（みたか・みんなの広場代表）

1. 地域に高齢者の居場所を
・Human Loop を2004年に設立、日本シ

ニアジョブクラブを2010年に設立、地域

に高齢者の居場所（グループリビング）

をつくることをめざす。きっかけは2004

年に竹内代表が「COCO湘南台」の理事

長・西條節子さんに会って話を聞いたこ

とからである。

・2010年前後から集まれる場所を作るた

めに様々な情報収集を行い、公的機関、

民間企業、NPOなどと接触。

2012年に「みたか・みんなの広場」を6

団 体 が 協 同 で 運 営 協 議 会 を 設 立 し 、

2012.4.9に下連雀7丁目に最初の「みんな

の広場」が開園した。2013.3.30に下連雀

3丁目に移転、2015.3.23に「みたかの家」

ができ、広場もそこに移転した。

2. 物件探し〜完成へ、そして、これから
・グループリビングをつくるために模型

もつくり勉強会やアンケート調査などを

続け、物件探しも続けた。探索の途中で

空き家の大きな2階家を見つけ、いろいろ

交渉した結果建物を使わせてもらえるこ

とになり、一部増築、改造、エレベータ

ー設置などを行うことにした。結局、リ

フォーム費用、敷金、備品その他で総額

約3,200万円となり、いくつかの公的助成

金約1,170万円、銀行借入れ約650万円、

メンバーの出資約1,380万円でまかなった。

・「みたかの家」は5居室のグループリビ
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ングで各室にはIHミニキッチンとエアコ

ン、物入れ付き、2014.4にオープンして

入居者の募集を開始した。各室は8畳～9

畳で家賃は75,400円～81,200円、共益費

は一律13,000円、1食700円で食事も作っ

てもらえる。家賃は周辺の普通の賃貸ア

パートよりは高い。

・順次入居者が決まってきたが約2年経っ

た現在は1室未入居。女性2名、男性2名、

70代～80代である。

・「みたかの家」の1室を使って「みんな

の広場」の活動を行っている。①サロン

活動は毎月定期開催で相談会、趣味の会、

お話会など。②リレートークは毎月1回、

市内または周辺でいろいろな活動をして

いる人に活動の紹介をしてもらう。③講

演会・セミナーは講師を招いて有料で適

宜開催。④最近始めた地域の地域包括ケ

アシステム三鷹モデルの構築、地域の医

療、保健、介護などのネットをつくる。

●

第11回AHLAフォーラム2016 パネルディ
スカッション
メンバー：写真左から　小林秀樹、成清
一夫、椎原晶子、春日敏男　
コーディネーター・露木尚文

・谷中が観光地化することの問題　⇒

（椎原）人が来ることは悪いことではない

が、生活環境が乱されるような状況にな

る場合は問題がある。マスメディアに取

り上げられる場所だけがクローズアップ

されることも問題で、本当の谷中の良さ

が何かということを知ってほしい。

・（椎原）ターミナルケアまでは、谷中

の施設ではまだ不十分。それを可能にす

るようなグループリビングも用意したい。

・旧住民と新入居者の問題　⇒（成清）

やはりないわけではないので、相互のコ

ミュニケーションはひとつの課題である。

・（椎原）谷中の住人、職人やアーティ

ストの自発的な参加を募って、町全体を

ギャラリーとしてイベントを行ったこと

はよかったと思う。

・（成清）三鷹では自宅の開放にはかな

り抵抗がある。

・（春日）家主は引き気味でも使いたい

という人と気長にコミニュケーションを

とることでうまくゆくことも多い。きっ

かけは口コミというのも多い。町内会の

仲立ちというのも有効である。

・（椎原）谷中では自分の作品を自宅で

見せたいという人がかなりいて、それをつ

なぐことでまちなかギャラリーが広がった。

・（成清）ハコ（建物）があるから何と

かなる、という考えは違うと言うことに

気がついた。ソフトを先行させることの

ほうが大事だろう。

・（小林）苦労したことを聞かせてほしい。

・（春日）親子の関係、相続の問題でう

まくゆかない物件も少なくない。将来の

ことも良く考えて計画する必要がある。

・（椎原）親としては保存活用したいが、

皆さんから資金提供を受けると子どもに

負担をかけることになるので、といわれ

てあきらめた企画もあった。

・（成清）物件を探すときに不動産屋に

頼んでも条件が合わないので全く相手に

されなかった。みたかの家は12年の定期

借家であるがその後はどうするかは問題、

活動の後継者の問題もある。

・（春日）世代の継承は重要。世田谷区

では「トラストまちづくり大学」で人材

育成を行っている。

・運営資金はどこから得られるか　⇒

（椎原）サブリース事業なので集めた賃料

と家主への支払の差額を経費に宛てて何

とかやっている。自立するためには10棟

以上を運営する必要があると思う。今後

は取得や借上げのためのファンド等も検

討したい。

・建物の合法性の問題は？　⇒（小林）

世田谷は公が関係しているので適法なも

のだけ扱う、みたか・みんなの家は適法

にするために大きな改造費をかけた。谷

中の場合は既存不適格の建物でも小規模

改修で用途変更がなければ違法ではない。

・（春日）世田谷区の空き家活用のモデ

ル事業に選ばれた場合上限300万円が助

成される。法令的な課題などで応募でき

ないものも少なくない。また、窓口の相

談案件で「地域共生のいえ」として活用

されているものが2例ある。

・今後の課題は何か　⇒（春日）行政は

タテ割になりやすいが、横につなげる仕

組をつくることが必要。つなぐだけでは

なく、実際のプロジェクトでいろいろ試

行錯誤を先行しながら、横に組織や制度

をつなげることが必要。「世田谷トラスト

まちづくり」はそのひとつの形である。

・（椎原）世田谷の仕組はうらやましい、

台東区でもやってほしい。町内会、自治

会、民生委員、PTAなどがあってもうま
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くつながらない場合も多い。また若い人

を活動に取り込むことも必要だ。

・（成清）高齢者自身には、やりたい目

標を持っている人は少ない。近隣住民を

巻き込んでまちとしての活力を生み出す

必要がある。

■まとめ　小林秀樹
・空家活用には①空家のオーナー　②活

用希望者　③両者をつなぐコーディネー

ト組織、という三つの要素がある。特に

③が重要で、公益財団、NPO、社会福祉

協議会、町内会自治会などの活動に期待

したい。

・空家活用とまちづくりを最初から結び

つけて考えなくても、1軒、1軒と地道に

活用事例を増やして地域に広がれば、自

然とまちづくりにつながってゆくように

思われる。

・世田谷区で分類しているように①空き

家（一戸建て）②空き室（共同住宅の1住

戸）③空き部屋（住宅の中の1室）を区別

して活用策を考える必要がある。特に空

き室の活用では他の住人の迷惑にならな

いようにしなければならない。企業では

なくNPOや町内会などが間に入るほうが

望ましいのではないか。

・空き部屋利用は今後可能性がある。高

齢者のひとり暮らしの家の1室を若い人に

割安で貸すことで双方にメリットのある

暮らしが出来る可能性がある。

・都心部の空き家の場合は家賃が高くな

るので仮に2割引きの家賃としても共住

（シェアハウス、グループリビングなど）

にせざるを得ない。その場合法的規制に

注意する必要がある。

・マンションでの脱法的シェアハウスを

規制するために2000年に国交省が技術的

基準というのを出し「シェアハウスは寄

宿舎扱いとする」と定めた。その結果脱

法ハウスは規制されたが一戸建てを改造

活用したシェアハウスもつくりにくくな

ってしまった。

・2000年以降は建築基準法の運用は自治

体に任されることになったので、申請さ

れたシェアハウスが住宅なのか寄宿舎な

のかを判断するのは建築主事の役目にな

る。本来一戸建てを改造するような小規

模なシェアハウスはあくまでも住宅とし

て寄宿舎の規制からはずしていいと思わ

れるが現在は国交省の基準に縛られてい

るところに問題がある。

・どこまでが住宅でどこからは寄宿舎で

あるという判断基準は自治体が条例で定

めることができる。豊島区ではその条例

案をつくったが国交省と相談したところ

待ったがかかり進展していない。基準法

のハードルを下げることになるのではな

いかということを危惧しているようであ

るが、その条例案は基準法を遵守した上

で住宅と寄宿舎の境目を明確にしただけ

なので、その点を国交省が理解してくれ

ればそういった条例で小規模な空き家利

用のシェアハウスはつくりやすくなると

思われる。

＊参考：もうひとつの住まい方推進協議会HP

より　http//www.ahla.jp

幹事会報告

日時＝1月28日（土）13:30～15:30

場所＝東京工芸大学 中野キャンパス

出席者＝太田、加藤、水津、杉下、

佐々木、藤沢、山田、平松

議題

1. 年間テーマ関係の企画

年間テーマ関係の企画に関わり、第64回

春季研究発表大会のオーガナイズド・セ

ッション企画応募の検討をいたしました。

幹事会内で検討の上、応募し、2月4日の

理事会で採択されました。

テーマ：

「これからの仕組み－国産木材とデザイ

ン」For the next society - Domestic wood

and Design

オーガナイザー：

杉下哲（東京工芸大学 教授）、水津功（愛

知県立芸術大学 教授）

パネラー：

「国産木材をつくる」、「国産木材でつく

る」、「国産木材がつくる」のテーマで各1

名、計3名

2. 法人化後の部会の在り方

理事会報告

・要点としては、研究部会は法人の外に

置き、そのかわり学会員以外の参加と

活動を制約しない。

・今まで通り活動助成は行なわれる。（活

動報告の義務付け、検討中）

幹事会検討

・部会規約の明文化について、今後の検

討を要する。

（平松早苗）

事務局報告

EDplace
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